
平
成
28
年
度
国
民
年
金
保
険
料

免
除
申
請
を
７
月
か
ら
受
付

　

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が「
免
除
」ま
た
は「
猶

予
」
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
申
請
に
は
所
得
要
件
が
あ

り
、
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯

主
（
50
歳
未
満
の
方
が
対
象
の
納

付
猶
予
は
本
人
お
よ
び
配
偶
者
）

の
前
年
所
得
が
対
象
と
な
り
ま
す
。 　

平
成
28
年
度
分
（
平
成
28
年
７

月
分
か
ら
平
成
29
年
６
月
分
ま

で
）
の
免
除
申
請
を
７
月
１
日
㈮

か
ら
受
付
し
ま
す
。

※
過
年
度
分
の
免
除
申
請
は
、
過

去
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で
き
ま
す
。

申
請
時
に
必
要
な
も
の　
年
金
手

帳
、
印
鑑
、
本
人
確
認
書
類

※
退
職
（
失
業
）
し
た
こ
と
を
確

認
で
き
る
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
ま
た
は
離
職
票
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は　

保
険
年
金
課

（
☎
22

－

１
１
１
８
）
へ

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

加
入
者
の
皆
さ
ま
へ

　

現
在
お
持
ち
の
「
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
」
の
有
効
期
限

は
７
月
31
日
㈰
で
す
。
８
月
１
日

㈪
以
降
は
、
７
月
中
に
送
付
す
る

新
し
い
被
保
険
者
証
（
オ
レ
ン
ジ

色
）
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
後
期
高
齢
者
医
療
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
の
有
効
期
限
も
７
月
31
日

㈰
で
す
。
平
成
27
年
度
の
認
定
証

を
お
持
ち
の
方
で
平
成
28
年
度
も

住
民
税
非
課
税
世
帯
と
確
認
で
き

た
方
に
は
７
月
中
に
新
し
い
証
を

送
付
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
の
保
険
料
の
決
定

通
知
を
８
月
初
旬
に
送
付
し
ま

す
。
納
付
書
で
お
支
払
い
た
だ
く

方
に
は
、納
付
書
も
同
封
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は　

保
険
年
金
課

（
☎
22

－

８
０
６
４
）
へ

長
時
間
野
球
大
会

出
場
者
募
集

　

午
前
９
時
～
翌
日
の
午
後
９
時

ま
で
の
間
、
チ
ー
ム
を
リ
レ
ー
し

て
試
合
を
行
う
長
時
間
野
球
大
会

に
出
場
す
る
チ
ー
ム
お
よ
び
選
手

を
募
集
し
ま
す
。
な
お
、
市
内
の

各
野
球
連
盟
に
所
属
す
る
チ
ー
ム

は
連
盟
を
通
じ
て
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

日
程　
８
月
27
日
㈯　

午
前
９
時

～
28
日
㈰　

午
後
９
時

※
出
場
す
る
時
間
は
大
会
主
催
者

が
調
整
し
決
定
し
ま
す
。
１
チ
ー

ム
の
出
場
時
間
は
１
時
間
程
度
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

場
所　
Ｊ
Ａ
ア
グ
リ
あ
な
ん
ス
タ

ジ
ア
ム

参
加
資
格　
小
学
３
年
生
以
上
の

男
女
。
市
外
に
住
所
の
あ
る
選
手

の
申
込
み
を
歓
迎
し
ま
す
。

持
参
物　
野
球
の
で
き
る
服
装
と

シ
ュ
ー
ズ
（
つ
め
の
ス
パ
イ
ク
は

禁
止
）、
グ
ロ
ー
ブ

※
野
球
の
ユ
ニ
ホ
ー
ム
を
お
持
ち

の
方
は
な
る
べ
く
ユ
ニ
ホ
ー
ム
の

着
用
と
ア
ッ
プ
シ
ュ
ー
ズ
の
使
用

を
お
願
い
し
ま
す
。

参
加
費　
無
料

申
込
締
切
日　
７
月
31
日
㈰

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は　
野
球

の
ま
ち
推
進
課(

☎
22

－

１
２
９

７)

へ

市営住宅入居者募集

◆申込資格等　次の①～④のすべてに該当する方
①阿南市に住民登録または勤務地を有し、持家がないなど居住

に困っていると認められる方
②同居しようとする親族がいること。ただし、婚約者の場合は、

入居を指定した日から３カ月以内に結婚し、同居できる方に
限ります。

③政令で定める収入基準を満たす方
④申込者および同居する親族が暴力団員でないこと
◆申込みに必要な書類　

①市営住宅使用申込書（住宅・建築課備え付け）
　※申込書には押印が必要。
②入居希望者全員の住民票
③収入を証する書類（所得課税証明書、源泉徴収票（給与支払

明細書）など）
④婚約中の方は、婚約が証明できる書類
◆入居者の選定方法　

①受付時に書類審査を行います。書類に不備がある場合は受け
付けできません。

②書類審査後、希望する住宅を１つ選んでいただきます。
③各住宅で募集戸数を超える申込みがある場合は、抽選により

決定します。
④不正な申込み等が発見された場合は、当選資格を取り消しま

す。また、申込み後、入居までに同居親族の変更（出産、死
亡を除く）または婚約者が変わった場合は、その申込みを無
効とします。

◆受付日時　７月７日㈭、８日㈮　9:00～17:00
◆抽選日  ７月21日㈭、22日㈮　※抽選がある場合のみ
◆入居予定日　９月１日㈭

※家賃、敷金、収入基準など条件・制約がありますので、くわ
しくは、お問い合わせください。

問い合わせは　住宅・建築課（☎22−3431）へ

＜一般募集住宅＞　

住　宅　名 所　在　地 戸　数 間　取

中　川　原 横見町中川原 ２ ２ＬＤＫ

中　川　原 横見町中川原 １ ２ＤＫ

橘 橘町幸野 ２ ３ＤＫ

高　　田 福井町森 １ ３ＤＫ

次の市営住宅への入居者を募集します。
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